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秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事

佐

竹

敬

久

秋
田
県
規
則
第
十
一
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後

改
正
前

（
出
納
員
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
）

（
出
納
員
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
）

第
十
二
条

部
局
又
は
地
方
公
所
に
、
次
の
表
の
区
分
に
よ
り
出
納
員
を
置

第
十
二
条

部
局
又
は
地
方
公
所
に
、
次
の
表
の
区
分
に
よ
り
出
納
員
を
置

き
、
会
計
管
理
者
を
し
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
さ
せ
る
と

き
、
会
計
管
理
者
を
し
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
委
任
さ
せ
る
と

と
も
に
、
会
計
管
理
者
の
命
を
受
け
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

と
も
に
、
会
計
管
理
者
の
命
を
受
け
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。

さ
ど
ら
せ
る
も
の
と
す
る
。

出
納
員
を
置
く
部

出
納
員
と

所

掌

事

務

出
納
員
を
置
く
部

出
納
員
と

所

掌

事

務

局
又
は
地
方
公
所

な
る
職
員

会
計
管
理
者
か
ら
委
任

会
計
管
理

局
又
は
地
方
公
所

な
る
職
員

会
計
管
理
者
か
ら
委
任

会
計
管
理

さ
れ
る
事
務

者
の
命
を

さ
れ
る
事
務

者
の
命
を

受
け
て
つ

受
け
て
つ

か
さ
ど
る

か
さ
ど
る

事
務

事
務

総
務
部

税
務
課
長

当
該
課
に
属
す
る
県
税

総
務
部

税
務
課
長

当
該
課
に
属
す
る
県
税

の
収
納
事
務
並
び
に
県

の
収
納
事
務
及
び
収
納

税
の
収
納
及
び
証
紙
の

売
り
さ
ば
き
の
際
の
第

の
際
の
第

二
百
六
十
四
条
の
二

二
百
六
十
四
条
の
二

（
歳
計
現
金
の
保
管
の

（
歳
計
現
金
の
保
管
の

特
例
）
第
一
項
に
規
定

特
例
）
第
一
項
に
規
定

す
る
釣
銭
用
現
金
の
保

す
る
釣
銭
用
現
金
の
保

管
に
関
す
る
事
務

管
に
関
す
る
事
務

略

略

略

略

略

略

略

略
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総
合
県
税
事
務
所

所
長

当
該
事
務
所
に
属
す
る

総
合
県
税
事
務
所

所
長

当
該
事
務
所
に
属
す
る

県
税
の
収
納
事
務
並
び

県
税
の
収
納
事
務
及
び

に
県
税
の
収
納
及
び
証

収
納

紙
の
売
り
さ
ば
き
の
際

の
際

の
第
二
百
六
十
四
条
の

の
第
二
百
六
十
四
条
の

二
（
歳
計
現
金
の
保
管

二
（
歳
計
現
金
の
保
管

の
特
例
）
第
一
項
に
規

の
特
例
）
第
一
項
に
規

定
す
る
釣
銭
用
現
金
の

定
す
る
釣
銭
用
現
金
の

保
管
に
関
す
る
事
務

保
管
に
関
す
る
事
務

略

略

略

略

略

略

略

略

（
金
額
及
び
数
量
の
訂
正
）

（
金
額
及
び
数
量
の
訂
正
）

第
四
十
条

略

第
四
十
条

略

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
帳
簿
を
除
き
、
上
部
余
白
に
訂
正
又
は
削
除

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
帳
簿
を
除
き
、
上
部
余
白
に
訂
正
又
は
削
除

し
た
こ
と
を
明
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

し
た
こ
と
を
明
記
し
て
、
こ
れ
に
証
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
入
通
知
書
発
行
の
特
例
）

（
納
入
通
知
書
発
行
の
特
例
）

第
四
十
四
条

納
入
通
知
者
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
は
、
納
入
通
知
書

第
四
十
四
条

納
入
通
知
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
納
入
通
知
書

の
発
行
に
代
え
、
口
頭
又
は
掲
示
の
方
法
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
す
る
こ
と

の
発
行
に
代
え
、
口
頭
又
は
掲
示
の
方
法
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

一
～
八

略

一
～
八

略

九

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
代
金
を
徴
収
す
る
と
き
。

２

略

２

略

（
納
入
場
所
）

（
納
入
場
所
）

第
四
十
五
条

略

第
四
十
五
条

略

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
収
入
に
つ
い
て
は
、
現
金
出

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
収
入
に
つ
い
て
は
、
現
金
出

納
機
関
を
納
入
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

納
機
関
を
納
入
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
二
十
四

略

一
～
二
十
四

略

二
十
五

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
代
金

二
十
六

略

二
十
五

略
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（
請
求
書
の
記
載
事
項
等
）

（
請
求
書
の
記
載
事
項
等
）

第
八
十
八
条

債
権
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
請
求
書
に

第
八
十
八
条

債
権
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
請
求
書
に

別
表
第
五
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
記
載
し
な
け
れ
ば

別
表
第
五
に
掲
げ
る
事
項
を
明
り
よ
う
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、
印
影
を
明

な
ら
な
い
。

確
に
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

略

２
・
３

略

（
用
語
の
意
義
）

（
用
語
の
意
義
）

第
百
十
七
条

こ
の
節
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

第
百
十
七
条

こ
の
節
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
三

略

一
～
三

略

四

計
算
管
理
者

企
画
振
興
部
デ
ジ
タ
ル
政
策
推
進
課
長
を
い
う
。

四

計
算
管
理
者

企
画
振
興
部
情
報
企
画
課
長

を
い
う
。

第
百
三
十
三
条

削
除

（
領
収
印
）

第
百
三
十
三
条

債
権
者
か
ら
徴
す
る
領
収
印
は
、
請
求
書
に
押
し
た
も
の
と

同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
紛
失
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
に
よ
り
改
印
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
印
鑑
を
証
明
す
べ
き

書
類
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
契
約
不
適
合
責
任
の
期
間
）

（
契
約
不
適
合
責
任
の
期
間
）

第
二
百
十
九
条

契
約
者
は
、
第
二
百
十
六
条
（
検
査
及
び
引
渡
し
）
に
規
定

第
二
百
十
九
条

契
約
者
は
、
第
二
百
十
六
条
（
検
査
及
び
引
渡
し
）
に
規
定

す
る
工
事
の
引
渡
し
の
日
か
ら
二
年
間

す
る
工
事
の
引
渡
し
の
日
か
ら
一
年
間
（
工
事
の
目
的
物
が
石
造
、
土
造
、

れ
ん
が
造
、
金
属
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ

る
建
物
そ
の
他
土
地
の
工
作
物
又
は
地
盤
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
年

工
事
の
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な

間
）
工
事
の
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な

い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
不
適
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
契

い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
不
適
合
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
契

約
不
適
合
」
と
い
う
。
）
を
担
保
す
る
責
任
を
負
い
、
及
び
そ
れ
に
よ
つ
て

約
不
適
合
」
と
い
う
。
）
を
担
保
す
る
責
任
を
負
い
、
及
び
そ
れ
に
よ
つ
て

生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
契
約
不
適
合

生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
契
約
不
適
合

が
契
約
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

が
契
約
者
の
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
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そ
の
期
間
は
十
年
間
と
す
る
。

そ
の
期
間
は
十
年
間
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

部
局
、
部
局
長
、
課
長
及
び
室
長

部
局
、
部
局
長
、
課
長
及
び
室
長

部

局

部

局

長

課

長

室

長

部

局

部

局

長

課

長

室

長

略

略

略

略

略

略

略

略

企
画
振
興
部

企
画
振
興
部
長

各
課
長

企
画
振
興
部

企
画
振
興
部
長

各
課
長

被
災
者
受
入
支
援
室
長

略

略

略

略

略

略

略

略

別
表
第
二
の
二
（
第
五
十
四
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二
の
二
（
第
五
十
四
条
の
二
関
係
）

一
～
百

略

一
～
百

略

百
一

食
品
衛
生
法
関
係
手
数
料

百
一

飲
食
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
か
ら
百
三
十
一
ま
で

削
除

百
二

喫
茶
店
営
業
許
可
申
請
手
数
料

百
三

菓
子
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
四

あ
ん
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
五

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
六

乳
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

百
七

特
別
牛
乳
さ
く
取
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

百
八

乳
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
九

集
乳
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十

乳
類
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十
の
二

食
肉
処
理
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十
一

食
肉
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十
二

食
肉
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十
三

魚
介
類
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十
四

魚
介
類
競
り
売
り
営
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十
五

魚
肉
ね
り
製
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十
六

食
品
の
冷
凍
又
は
冷
蔵
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十
七

清
涼
飲
料
水
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
十
八

乳
酸
菌
飲
料
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料
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百
十
九

氷
雪
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
十

氷
雪
販
売
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
十
一

食
用
油
脂
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
十
二

マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ヨ
ー
ト
ニ
ン
グ
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
十
三

み
そ
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
十
四

醤
油
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

し
よ
う

ゆ

百
二
十
五

ソ
ー
ス
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
十
六

酒
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
十
七

豆
腐
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
十
八

納
豆
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
二
十
九

め
ん
類
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
三
十

そ
う
ざ
い
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
三
十
一

缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
三
十
一
の
二

添
加
物
製
造
業
許
可
申
請
手
数
料

百
三
十
一
の
三

食
品
の
放
射
線
照
射
業
許
可
申
請
手
数
料

百
三
十
二
～
百
五
十
一

略

百
三
十
二
～
百
五
十
一

略

百
五
十
一
の
二

建
築
物
清
掃
業
者
登
録
手
数
料

百
五
十
一
の
三

建
築
物
空
気
環
境
測
定
業
者
登
録
手
数
料

百
五
十
一
の
四

建
築
物
飲
料
水
水
質
検
査
業
者
登
録
手
数
料

百
五
十
一
の
五

建
築
物
飲
料
水
貯
水
槽
清
掃
業
者
登
録
手
数
料

そ
う

百
五
十
一
の
六

建
築
物
ね
ず
み
こ
ん
虫
等
防
除
業
者
登
録
手
数
料

百
五
十
一
の
七

建
築
物
環
境
衛
生
一
般
管
理
業
者
登
録
手
数
料

百
五
十
二

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
関
係
手

百
五
十
二
及
び
百
五
十
三

削
除

数
料

百
五
十
三

削
除

百
五
十
四
～
三
百
十
二

略

百
五
十
四
～
三
百
十
二

略

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
百
十
九
条
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
の
二
第
百
三
十
一
号
の
二
、
第
百
三
十
一
号
の
三

及
び
第
百
五
十
一
号
の
二
か
ら
第
百
五
十
一
号
の
七
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
（
同
表
第
百
三
十
一
号
の
二
及
び
第
百
三
十
一
号
の
三
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に

同
表
第
百
五
十
二
号
及
び
第
百
五
十
三
号
を
改
め
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
同
表
第
百
一
号
か
ら
第
百
三
十
一
号
ま
で
を
改
め
る
改
正
規
定
並
び
に
同
表
第
百
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三
十
一
号
の
二
、
第
百
三
十
一
号
の
三
及
び
第
百
五
十
一
号
の
二
か
ら
第
百
五
十
一
号
の
七
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
（
同
表
第
百
三
十
一
号
の
二
及
び
第
百
三
十
一
号

の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


